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－総務関係－ 

－15－ 

 

（５） 消防用設備等の着工、設置及び完成検査に関すること。 

（６） 消防用設備等の点検報告の事務処理に関すること。 

（７） 予防条例に基づく諸届出の受理及び規制に関すること。（条例第４５条は除く。） 

（８） 火災原因及び損害の調査に関すること。 

（９） 火災現場保存に関すること。 

（10）  災害による諸証明の発行に関すること。 

（11）  火災予防の指導及び広報に関すること。 

（12）  防火管理者の選任及び指導に関すること。 

（13）  防火クラブ等の指導育成に関すること。 

（14）  危険物施設等の許可、認可及び承認に関すること。 

（15）  危険物施設等の火災予防査察に関すること。 

（16）  準危険物及び特殊可燃物の貯蔵又は取扱いに関すること。 

（17）  水素ガスを充填する気球の設置に関すること。 

（18）  圧縮アセチレンガス及び液化石油ガスの貯蔵又は取扱いに関すること。 

（19）  毒物及び劇物の貯蔵又は取扱いに関すること。 

（20）  予防条例の危険物等の指導取締りに関すること。 

（21）  火薬類の消費等の規制に関すること。 

（22）  その他危険物等の火災予防に関すること。 

 

情報指令課 

（１） 水火災、救急、救助その他災害の受報及び出動指令に関すること。 

（２） 消防通信の運用に関すること。 

（３） 無線操作等の点検に関すること。 

（４） 消防通信業務の情報収集及び統計に関すること。 

（５） 消防技術及び通信技術の向上に必要な訓練及び研修に関すること。 

（６） 一般応対受付業務に関すること。 

（７） その他消防通信業務に関すること。 

 

消 防 署（各警備係・救急係・通信係） 

（１） 風水、火災その他の災害等の警戒防御に関すること。 

（２） 水火災、救急、救助その他災害の受報及び出動指令に関すること。 

（３） 水火災、救急及び救助業務の実施に関すること。 

（４） 消防特別警戒の実施に関すること。 

（５） 消防技術及び教養訓練実施に関すること。 

（６） 防火対象物及び消防対象物の査察実施に関すること。 

（７） 消防水利の調査及び点検整備に関すること。 

（８） 消防機械器具、資器材等の点検及び運用に関すること。 

（９） 各種火入れ及び道路工事の事務処理に関すること。 

（10） 自衛消防の訓練指導に関すること。 

（11） 消防団員の訓練指導に関すること。 

（12）  署員の出張及び時間外勤務等に関すること。 

（13）  署員の事務引継ぎに関すること。 

（14）  署員の諸会議に関すること。 

（15）  その他警備に関すること。 
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